
西宮市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の基準等に関する要綱 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４年西宮市条例第１７号。以下「指定居宅サービス等基準条

例」という。）及び西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例（平成２４年西宮市条例第１６号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」

という。）の実施に関し必要な事項を定める。 

（指定居宅サービス等基準条例及び指定介護予防サービス等基準条例の趣旨及び内容） 

第２条 指定居宅サービス等基準条例及び指定介護予防サービス等基準条例の趣旨及び内

容については、次条から第９条までに定めるもののほか、指定居宅サービス等及び指定

介護予防サービス等に関する基準について（平成１１年老企第２５号通知）に定める趣

旨及び内容をもって、その趣旨及び内容とする。 
（サービス提供責任者の任用要件） 

第３条 指定居宅サービス等基準条例第５条第４項及び指定介護予防サービス等基準条例

第５条第４項の市長が定める者は、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（平成２

４年厚生労働省告示第１１８号）に規定する厚生労働大臣が定める者とする。 
（食事等の提供に係る費用） 

第４条 指定居宅サービス等基準条例第１０２条第４項、第１５３条第４項、第１７２条

第４項、第１９２条第４項及び第２０７条第４項並びに指定介護予防サービス等基準条

例第１００条第４項、第１３５条第４項、第１５５条第４項、第１７６条第４項及び第

１９２条第４項の費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料

等に関する指針（平成１７年厚生労働省告示第４１９号）の定めるところによるものと

する。 
（利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る費用の基準） 

第５条 指定居宅サービス等基準条例第１５３条第３項第３号及び第４号、第１７２条第

３項第３号及び第４号、第１９２条第３項第３号及び第４号並びに第２０７条第３項第

３号及び第４号並びに指定介護予防サービス等基準条例第１３５条第３項第３号及び第

４号、第１５５条第３項第３号及び第４号、第１７６条第３項第３号及び第４号並びに

第１９２条第３項第３号及び第４号の市長の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用

者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平成１２年厚生省告示第１２３号）

の定めるところによるものとする。 
（送迎に要する費用の受領できない場合） 

第６条 指定居宅サービス等基準条例第１５３条第３項第５号、第１７２条第３項第５号、



第１９２条第３項第５号及び第２０７条第３項第５号の市長が定める場合は、指定居宅

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）別表

に、指定介護予防サービス等基準条例第１３５条第３項第５号、第１５５条第３項第５

号、第１７６条第３項第５号及び第１９２条第３項第５号の市長が定める場合は、指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第

１２７号）別表に規定する場合とする。 
（特殊な療法又は新しい療法等） 

第７条 指定居宅サービス等基準条例第１９５条第５号及び指定介護予防サービス等基準

条例第１８４条第５号の市長が定める特殊な療法又は新しい療法等は、厚生労働大臣が

定める療法等（平成１２年厚生省告示第１２４号）に定める特殊な療法又は新しい療法

等とする。 
（医師の使用医薬品） 

第８条 指定居宅サービス等基準条例第１９５条第６号及び指定介護予防サービス等基準

条例第１８４条第６号の市長が定める医薬品は、指定短期入所療養介護事業所、介護老

人保健施設及び指定介護療養型医療施設並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の

医師の使用医薬品（平成１２年厚生省告示第１２５号）に定める医薬品とする。 
（生活相談員の資格要件） 

第９条 指定居宅サービス等基準条例第２１７条第１項第１号、第２項第１号、第４項、

第２３９条第１項第１号、第２項第１号及び第５項並びに指定介護予防サービス等基準

条例第２０３条第１項第１号、第２項第１号、第４項、第２２７条第１項第１号、第２

項第１号及び第５項の規定に基づき一定の数を置くべきものとされる生活相談員につい

ては、西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年９月２４日西宮市条例第１４号）第５条第２項の規定を準用する。 

 
付 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 
 


